
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

○

建

設

業

の

許

可

の

取

消

し

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

担

当

課

（

室

）

の

完

了

目

次

【

規

則

】

○

岡

山

県

太

陽

光

発

電

施

設

の

安

全

な

導

入

を

促

新

エ

ネ

ル

ギ

ー

・

温

進

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

暖

化

対

策

室

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

行

政

手

続

に

お

け

る

特

定

の

個

人

を

識

別

す

る

税

務

課

た

め

の

番

号

の

利

用

等

に

関

す

る

法

律

施

行

規

則

に

基

づ

き

県

税

関

係

手

続

に

係

る

知

事

が

適

当

と

認

め

る

書

類

及

び

方

法

の

一

部

改

正

（

県

例

規

集

登

載

）

○

土

地

改

良

区

の

解

散

耕

地

課

○

保

安

林

の

指

定

治

山

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

国

土

調

査

の

成

果

の

認

証

中

山

間

・

地

域

振

興

課

○

令

和

三

年

度

地

方

臨

時

種

畜

検

査

の

実

施

畜

産

課

○

土

地

改

良

区

役

員

の

退

任

及

び

就

任

届

耕

地

課

○

土

地

改

良

区

の

定

款

変

更

の

認

可

〃

○

県

営

土

地

改

良

事

業

の

換

地

処

分

〃

岡

山

県

公

報

令和４年２月８日 第１２３６８号



◎
岡
山
県
規
則
第
四
号

岡
山
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
安
全
な
導
入
を
促
進
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
安
全
な
導
入
を
促
進
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

岡
山
県
太
陽
光
発
電
施
設
の
安
全
な
導
入
を
促
進
す
る
条
例
施
行
規
則
（
令
和
元
年
岡
山
県
規
則
第

三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
七
号
中
「
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置

法
」
を
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に

「
第
二
条
第
一

、

項
」
を
「
第
二
条
第
四
項
」
に

「
同
条
第
二
項
」
を
「
同
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

、

第
五
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
十
二
条
第
一
項
第
六
号
中
「
電
気
事
業
者
に
よ
る
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
電
気
の
調
達
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
九
条
第
三
項
」
を
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
電
気
の
利
用

の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
九
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和４年２月８日　岡山県公報　第１２３６８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
八
号

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
に

基
づ
き
県
税
関
係
手
続
に
係
る
知
事
が
適
当
と
認
め
る
書
類
及
び
方
法
（
平
成
二
十
八
年
岡
山
県
告
示

第
九
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

別
表
第
二
条
第
一
項
第
六
号
の
項
中
「
省
令
（
」
を
「
命
令
（
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和４年２月８日　岡山県公報　第１２３６８号



◎
岡
山
県
告
示
第
五
十
九
号

（

）

、

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
が
次
の
と
お
り
解
散
し
た
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

大
崎
南
土
地
改
良
区

二

土
地
改
良
区
の
所
在
地

津
山
市
金
井
二
二
九
番
地

三

解
散
年
月
日

令
和
四
年
一
月
三
十
一
日

令和４年２月８日　岡山県公報　第１２３６８号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
五
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
の
所
在
場
所

備
前
市
閑
谷
字
渕
ケ
谷
五
一
の
四
、
五
三
の
一
、
字
森
谷
八
三
の
一
、
二
六
六
、
字
藤
ケ
塔
一
四

、

、

、

、

、

五
二
の
一

字
広
高
下
北
平
一
四
八
五
の
一

一
四
八
五
の
二

一
四
八
五
の
六

一
四
八
五
の
七

木
谷
字
着
到
六

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
備
前
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

令和４年２月８日　岡山県公報　第１２３６８号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

新
見
川
上
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
ノ
メ
ラ
下
タ
五
六
八
番

新

二
〇
三
・
二

一
地
先
か
ら

一
六
・
五
～

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
前
ノ
下
モ
五
六
三
番
一

一
六
五
・
五

〇
地
先
ま
で

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
ノ
メ
ラ
下
タ
五
六
八
番

旧

二
〇
三
・
二

一
地
先
か
ら

一
〇
・
七
～

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
前
ノ
下
モ
五
六
三
番
一

三
七
・
二

〇
地
先
ま
で

令和４年２月８日　岡山県公報　第１２３６８号



◎
岡
山
県
告
示
第
六
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

新
見
川
上
線

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
ノ
メ
ラ
下
タ
五
六
八
番
一
地

令
和
四
年
二

先
か
ら

月
八
日

高
梁
市
備
中
町
平
川
字
前
ノ
下
モ
五
六
三
番
一
〇
地

先
ま
で

令和４年２月８日　岡山県公報　第１２３６８号



〔
五
三
〕
国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

調
査
を
行
っ
た
期
間

成
果
の
名
称

認

証

年

月

日

調
査
を
行
っ

調
査
を
行
っ

た
者
の
名
称

た

地

域

玉

野

市

令
和
二
年
七
月

玉
野
市
の
地

東
七
区
の
一

令
和
四
年
二
月
二
日

～

籍
図
及
び
地

部
及
び
南
七

令
和
三
年
九
月

籍
簿

区
の
一
部

岡

山

市

平
成
三
十
年
六
月

岡
山
市
の
地

北
区
吉
宗
の

令
和
四
年
二
月
二
日

～

籍
図
及
び
地

一
部

令
和
三
年
三
月

籍
簿

岡

山

市

平
成
三
十
年
六
月

岡
山
市
の
地

北
区
建
部
町

令
和
四
年
二
月
二
日

～

籍
図
及
び
地

中
田
の
一
部

令
和
三
年
四
月

籍
簿

①

令和４年２月８日　岡山県公報　第１２３６８号



〔
五
四
〕
家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
四
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
令
和
四
年
度
地
方
臨
時
種
畜
検
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

検
査
の
期
日
及
び
場
所

期

日

場

所

令
和
四
年
三
月
一
日

岡
山
市
北
区
新
庄
下

吉
備
路
若
駒
牧
場

二

検
査
上
の
注
意

１

検
査
は
、
精
液
を
採
取
す
る
こ
と
が
可
能
な
種
雄
牛
、
種
雄
馬
及
び
人
工
授
精
に
供
す
る
種
雄

豚
に
つ
い
て
実
施
す
る
。

２

検
査
の
際
は
、
種
付
台
帳
、
種
畜
証
明
書
及
び
登
録
証
明
書
を
持
参
す
る
こ
と
。

３

衛
生
検
査
の
う
ち
事
前
に
準
備
を
要
す
る
も
の
の
場
所
及
び
時
刻
に
つ
い
て
は
、
所
轄
の
家
畜

保
健
衛
生
所
長
が
別
に
定
め
る
。

三

そ
の
他

検
査
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
は
、
岡
山
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
生
産
振
興
班
（
〇
八
六

二
二
六

―

七
四
二
九
）
又
は
所
轄
の
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
農
畜
産
物
生
産
課
畜
産
班
へ
問
い
合
わ
せ
る

―こ
と
。

令和４年２月８日　岡山県公報　第１２３６８号



〔

〕

（

）

、

五
五

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

勝
間
田
土
地
改
良
区

二

退
任
及
び
就
任
役
員

退
任
役
員

就
任
役
員

理
事
監

住

所

氏

名

氏

名

事
の
別

黒
籔

太
朗

黒
籔

太
朗

勝
田
郡
勝
央
町
岡
一
二

一

理

事

－

浅
田

剛
至

浅
田

剛
至

〃

〃

東
吉
田
九
三
〇

〃

水
嶋

忠
男

〃

〃

〃

二
九
一

〃

浅
田

保
彦

〃

〃

小
矢
田
六
八
三

〃

福
山

公
紀

福
山

公
紀

〃

〃

〃

二
五
七

〃

福
井

淳
雄

〃

〃

畑
屋
一
一
五
九

〃

山
下

徹

山
下

徹

〃

〃

〃

一
八
二

一

〃

－

山
下

正
明

〃

〃

岡
七
六

一

〃

－

下
山

繁
樹

〃

〃

〃
五
二
二

四

〃

－

野
上

務

〃

〃

黒
土
三
四
二

〃

石
浦

千
昌

石
浦

千
昌

〃

〃

〃

五
四
四

〃

下
山

作
治

下
山

作
治

〃

〃

勝
間
田
七
五
五

五

〃

－

岸
本

佑
介

〃

〃

平
一
八
九

〃

植
月

三
男

〃

〃

〃
二
二
九

一

〃

－

水
嶋

史
朗

〃

〃

東
吉
田
二
七
九

〃

万
代

朋
宏

〃

〃

黒
土
四
七
四

一
〇

〃

－

石
浦

長
年

〃

〃

〃

四
六
八

三
〇

〃

－

植
月

義
友

〃

〃

平
八
二
三

一

〃
－

青
井

五
男

〃

〃

岡
三
一
二

九

〃

－

山
下

正
記

〃

〃

〃
八
三

一

〃

－

野
上

厚

〃

〃

畑
屋
八
七
七

〃

竜
門

真
吾

〃

〃

勝
間
田
八
六
七

五

〃

－

影
山

利
博

〃

〃

植
月
中
一
五
一
八

〃

綱
澤

景
樹

美
作
市
中
尾
一
四
六
九

一

〃

－

則
本

敏
夫

〃

〃

四
三
一

二

〃

－

浅
田

耕
正

勝
田
郡
勝
央
町
東
吉
田
八
九
九

監

事

権
代

誠
一

〃

〃

〃

九
三
七

一

〃

－

下
山

正
志

〃

〃

黒
土
七
〇

〃

野
上

博
樹

〃

〃

畑
屋
八
六
七

〃

宮
野

悟

〃

〃

小
矢
田
二
九
七

〃
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〔
五
六
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

鏡
野
町
小
田
土
地
改
良
区

二

認
可
年
月
日

令
和
四
年
二
月
二
日
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〔
五
七
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に

よ
り
、
県
営
土
地
改
良
事
業
の
換
地
処
分
を
次
の
と
お
り
行
っ
た
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

地
区
名

矢
掛
地
区

原
工
区

二

換
地
処
分
年
月
日

月
十
四
日

令
和
四
年
一
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〔
五
八
〕
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四

年
二
月
八
日
付
け
で
、
次
の
建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
。 

 
 

令
和
四
年
二
月
八
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事 

 

伊 

原 

木 
 

隆 
 

太 
 

 
 

一 

商
号
又
は
名
称 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

株
式
会
社
ニ
チ
ド
ウ 

二 

代
表
者
の
氏
名 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

森
下 

孝
彦 

三 

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地 

 

岡
山
市
北
区
伊
島
町
二
丁
目
二
〇
―
二
六 

二
Ｆ 

四 

許
可
番
号 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

岡
山
県
知
事
許
可
（
般
―
一
）
第
二
五
九
一
五
号 

五 

許
可
年
月
日 

 
 

 
 

 
 

令
和
二
年
二
月
十
日 

六 

処
分
の
内
容 

 
 
 
 

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
次
の
建
設
業
の
許
可
の
取
消
し 

 
 
 
 
 
 

一
般
建
設
業
の
う
ち
土
木
工
事
業
、
建
築
工
事
業
、
と
び
・
土
工
工
事
業
及
び
解
体
工
事
業 

七 

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実 

 
 

株
式
会
社
ニ
チ
ド
ウ
は
、
経
営
業
務
管
理
責
任
者
が
不
存
在
の
た
め
、
建
設
業
法
第
七
条
第
一
号 

 

に
掲
げ
る
許
可
の
基
準
を
満
た
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
同
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
一
号
に 

 

該
当
す
る
。 
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〔
五
九
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
四
年
二
月
八
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
真
壁
字
赤
坂
四
三
七

九
、
四
三
七

一
〇

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

島
根
県
松
江
市
比
津
町
二
七
六

一
サ
ウ
ス
コ
ー
ト
Ⅰ
Ｃ
一
〇
二
号

－

竹
中

正
臣

三

許
可
年
月
日
及
び
許
可
番
号

令
和
三
年
十
二
月
六
日
岡
山
県
指
令
建
指
第
三
三
三
号

令和４年２月８日　岡山県公報　第１２３６８号


